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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】流路内の温度が低下したような場合及び流路内
の圧力が低下したような場合の少なくとも一方の場合に
、弁体と弁座との間のシール性が不充分になることを抑
制することができる流体制御装置を提供する。
【解決手段】圧力センサ３０及び温度センサ４０の少な
くとも一方のセンサと、制御器５０と、を備え、制御器
５０は、弁シート２２を弁座２５に当接した後、弁座２
５及び弁シート２２の少なくとも一方が圧縮変形状態と
なる閉弁下死点まで駆動器１０を駆動させる閉弁しめき
り動作を行い、圧力センサ３０及び温度センサ４０の少
なくとも一方のセンサの検知値により、閉弁しめきり動
作後に、弁シート２２が弁座２５との当接状態を保つ範
囲内で弁シート２２と弁座２５との間の応力を緩和する
ように駆動器１０を駆動させる遮断応力緩和動作を行う
か否かを判断するように構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動器と、弁体と、制御器と、を備え、前記駆動器により前記弁体を駆動して、流路の
開閉を行う流体制御装置において、
　前記流体制御装置は、前記流路の前記弁体より上流側の圧力を検知する圧力センサ及び
前記流路内の流体の温度を検知する温度センサの少なくとも一方のセンサ、を備え、
　前記弁体は、前記流路に設けられた弁座に当接可能な弁シートを有し、
　前記弁座及び前記弁シートの少なくとも一方は、可撓性を有し、
　前記制御器は、前記弁シートを前記弁座に当接した後、前記弁座及び前記弁シートの少
なくとも一方が圧縮変形状態となる閉弁下死点まで前記駆動器を駆動させる閉弁しめきり
動作を行い、
　前記圧力センサ及び前記温度センサの少なくとも一方のセンサの検知値により、前記閉
弁しめきり動作後に、前記弁シートが前記弁座との当接状態を保つ範囲内で前記弁シート
と前記弁座との間の応力を緩和するように前記駆動器を駆動させる遮断応力緩和動作を行
うか否かを判断するように構成されていることを特徴とする、流体制御装置。
【請求項２】
　前記制御器は、前記圧力センサ及び前記温度センサの少なくとも一方のセンサが、予め
設定されている所定値より低い値を検知した場合には、前記閉弁しめきり動作後、前記遮
断応力緩和動作を行わないことを特徴とする、請求項１に記載の流体制御装置。
【請求項３】
　前記制御器は、前記圧力センサ及び前記温度センサの少なくとも一方が、前記所定値よ
り低い値を検知してから、所定時間経過後に、前記所定値以上の値を検知すると、前記遮
断応力緩和動作を行わせることを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載の流体制御装
置。
【請求項４】
　駆動器により弁体を駆動し流路の開閉を行う流体制御装置の制御方法において、
　前記弁体は、前記流路に設けられた弁座に当接可能な弁シートを有し、
　前記弁座及び前記弁シートの少なくとも一方は、可撓性を有し、
　前記弁シートを前記弁座に当接した後、前記弁座及び前記弁シートの少なくとも一方が
圧縮変形状態となる閉弁下死点まで前記駆動器を駆動させる閉弁しめきり動作を行うステ
ップと、
　前記圧力センサ及び前記温度センサの少なくとも一方のセンサの検知値により、前記閉
弁しめきり動作後に、前記弁シートが弁座との当接状態を保つ範囲内で前記弁シートと前
記弁座との間の応力を緩和するように前記駆動器を駆動させる遮断応力緩和動作を行うか
否かを判断するステップと、を備えていることを特徴とする、流体制御装置の制御方法。
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体制御装置及び流体制御装置の制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、一般のガス需要家宅には、ガスの流量を計測するガスメータが取り付けられてい
る。ガスメータには、ガスの適切かつ安全な使用態様を確保するために、種々の保安機能
が備えられている。例えば、必要に応じて、ガスメータに内蔵された遮断弁によりガスの
通流を遮断することができるように構成されている。一般的に、この種の遮断弁は弁体及
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び電動モータを備えており、該電動モータを正逆回転制御することによって弁体を進退移
動させる構成になっている。
【０００３】
　また、このようなガスメータに内蔵された遮断弁の制御装置として、全閉弁時は閉弁下
死点を超えて弁体を進出させるべくモータを正回転制御した後、若干だけ後退させるべく
逆回転制御を行う流体制御装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１
に開示されている流体制御装置では、遮断弁に対してこのような制御を行うことにより、
弁体の弁座への押し付け力を緩和させている。
【０００４】
　これにより、特許文献１に開示されている流体制御装置では、低温下で閉弁した後に高
温状態に移行した結果、熱膨張係数の異なる各構成部品が膨張した場合も、遮断弁を構成
する弁体、直動変換機構、回転機構などに大きな応力がかかることなく、機構的にロック
し動作不能になる可能性を低くできるとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１９４２５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されている流体制御装置であっても、逆回転制御
を行って閉弁した状態で、流路を遮断できる想定温度帯よりもさらに低い温度になった場
合には、弁体を構成する合成ゴム等の可撓体がさらに固化して、弁体と弁座との間のシー
ル性が不充分になり、完全には流路を遮断できないおそれがあった。
【０００７】
　また、流路内の圧力が低下した場合においても、弁体の上流側と下流側との差圧により
、弁体と弁座との間のシール性が不充分になり、完全には流路を遮断できないおそれがあ
った。
【０００８】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、温度低下により生じる応力によって
遮断弁の動作に不具合が生じるのを抑制する一方で、流路内の温度が更に低下したような
場合及び流路内の圧力が低下したような場合の少なくとも一方の場合に、弁体と弁座との
間のシール性が不充分になることを抑制することができる、流体制御装置及び流体制御装
置の制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明に係る流体制御装置は、駆動器と、弁体と、制御器
と、を備え、前記駆動器により前記弁体を駆動して、流路の開閉を行う流体制御装置にお
いて、前記流体制御装置は、前記流路の前記弁体より上流側の圧力を検知する圧力センサ
及び前記流路内の流体の温度を検知する温度センサの少なくとも一方のセンサ、を備え、
前記弁体は、流路に設けられた弁座に当接可能な弁シートを有し、前記弁座及び前記弁シ
ートの少なくとも一方は、可撓性を有し、前記制御器は、前記弁シートを前記弁座に当接
した後、前記弁座及び前記弁シートの少なくとも一方が圧縮変形状態となる閉弁下死点ま
で前記駆動器を駆動させる閉弁しめきり動作を行い、前記圧力センサ及び前記温度センサ
の少なくとも一方のセンサの検知値により、前記閉弁しめきり動作後に、前記弁シートが
前記弁座との当接状態を保つ範囲内で前記弁シートと前記弁座との間の応力を緩和するよ
うに前記駆動器を駆動させる遮断応力緩和動作を行うか否かを判断するように構成されて
いる。
【００１０】
　これにより、流路内の温度が低下したような場合及び流路内の圧力が低下したような場
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合の少なくとも一方の場合に、遮断応力緩和動作を行うか否かを判断することにより、弁
体と弁座との間のシール性が不充分になることを抑制することができる。
【００１１】
　また、本発明に係る流体制御装置の制御方法は、駆動器により弁体を駆動し流路の開閉
を行う流体制御装置の制御方法において、前記弁体は、前記流路に設けられた弁座に当接
可能な弁シートを有し、前記弁座及び前記弁シートの少なくとも一方は、可撓性を有し、
前記弁シートを前記弁座に当接した後、前記弁座及び前記弁シートの少なくとも一方が圧
縮変形状態となる閉弁下死点まで前記駆動器を駆動させる閉弁しめきり動作を行うステッ
プと、前記圧力センサ及び前記温度センサの少なくとも一方のセンサの検知値により、前
記閉弁しめきり動作後に、前記弁シートが弁座との当接状態を保つ範囲内で前記弁シート
と前記弁座との間の応力を緩和するように前記駆動器を駆動させる遮断応力緩和動作を行
うか否かを判断するステップと、を備えている。
【００１２】
　これにより、流路内の温度が低下したような場合及び流路内の圧力が低下したような場
合の少なくとも一方の場合に、遮断応力緩和動作を行うか否かを判断することにより、弁
体と弁座との間のシール性が不充分になることを抑制することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の流体制御装置及び流体制御装置の制御方法によれば、流路内の温度が低下した
ような場合及び流路内の圧力が低下したような場合の少なくとも一方の場合に、遮断応力
緩和動作を行うか否かを判断することにより、弁体と弁座との間のシール性が不充分にな
ることを抑制することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る流体制御装置の概略構成を示す模式図であ
る。
【図２】図２は、図１に示す流体制御装置において、閉弁しめきり動作を行った状態を示
す模式図である。
【図３】図３は、図１に示す流体制御装置において、遮断応力緩和動作を行った状態を示
す模式図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１に係る流体制御装置の遮断動作を模式的に示すフ
ローチャートである。
【図５】図５は、本発明の実施の形態２に係る流体制御装置の遮断動作を模式的に示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。なお、全ての図
面において、同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明は省略する。また、全
ての図面において、本発明を説明するために必要となる構成を抜粋して図示しており、そ
の他の構成要素については図示を省略している。さらに、本発明は以下の実施の形態に限
定されない。
【００１６】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１に係る流体制御装置は、駆動器と、弁体と、流路の弁体より上流
側の圧力を検知する圧力センサ及び流路内の流体の温度を検知する温度センサの少なくと
も一方のセンサと、制御器と、を備え、制御器によって制御される駆動器により弁体を駆
動して流路の開閉を行い、弁体は、流路に設けられた弁座に当接可能な弁シートを有し、
弁座及び弁シートの少なくとも一方は、可撓性を有し、制御器は、弁シートを弁座に当接
した後、弁座及び弁シートの少なくとも一方が圧縮変形状態となる閉弁下死点まで駆動器
を駆動させる閉弁しめきり動作を行い、圧力センサ及び温度センサの少なくとも一方のセ
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ンサの検知値により、閉弁しめきり動作後に弁シートが弁座との当接状態を保つ範囲内で
弁シートと弁座との間の応力を緩和するように駆動器を駆動させる遮断応力緩和動作を行
うか否かを判断するように構成されている態様を例示するものである。
【００１７】
　また、本実施の形態１に係る流体制御装置では、制御器が、圧力センサ及び温度センサ
の少なくとも一方のセンサが、予め設定されている所定値より低い値を検知した場合には
、閉弁しめきり動作後、遮断応力緩和動作を行わないように構成されていてもよい。
【００１８】
　［流体制御装置の構成］
　図１は、本発明の実施の形態１に係る流体制御装置の概略構成を示す模式図である。
【００１９】
　図１に示すように、本発明の実施の形態１に係る流体制御装置１００は、ステッピング
モータ（駆動器）１０、弁体２０、弁座２５、圧力センサ３０、温度センサ４０、及び制
御器５０を備えている。流体制御装置１００は、流体（例えば、天然ガス等の気体や水等
の液体）が通流する流路１０１の途中に設けられていて、弁座２５と弁体２０が対向する
ように配置されている。
【００２０】
　流路１０１は、本実施の形態１においては、直交するように形成されていて、具体的に
は、上流側の管部材と下流側の管部材とが直交するように接続されている。そして、流路
１０１の直交する部分に流体制御装置１００が設けられている。具体的には、下流側の管
部材の上流端には、円環状の端面を成す弁座２５が設けられていて、上流側の管部材の下
流端には、ステッピングモータ１０が設けられている。
【００２１】
　ステッピングモータ１０には、該ステッピングモータ１０の出力である回転運動を直線
運動に変換するように構成されている直線運動変換手段６０が接続されている。ステッピ
ングモータ１０としては、例えば、２相バイポーラ励磁ＰＭ型ステッピングモータ等の各
種のステッピングモータを用いることができる。また、直線運動変換手段６０としては、
例えば、ステッピングモータの軸にねじを設けて、弁シートの保持部材にナットを設けて
、前記弁シートの保持部材の回転を規制し、進退自在にする構成等を用いることができる
。なお、ステッピングモータ１０の構成は、公知のステッピングモータと同様であるため
、その詳細な説明は省略する。また、本実施の形態１においては、駆動器として、ステッ
ピングモータを用いたが、これに限定されず、直流ブラシモータ等を用いてもよい。
【００２２】
　直線運動変換手段６０の先端には、弁体２０が設けられている。弁体２０は、弁シート
保持部材２１と弁シート２２を有していて、ステッピングモータ１０が駆動することによ
り、弁座２５に向かって前進するように構成されている。そして、弁体２０は、弁シート
２２が弁座２５と当接するように構成されている。
【００２３】
　弁シート２２は、略円盤状に形成されていて、合成ゴム等の可撓性を有する材料で構成
されている。弁シート２２の弁座２５と当接する部分には、突起部２２ａが設けられてい
る。突起部２２ａは、弁シート２２の周縁に沿って周回するように形成されている。弁シ
ート２２の突起部２２ａが、弁座２５と当接して、弾性変形することにより、弁座２５と
の密着性をより高めることができる。
【００２４】
　圧力センサ３０は、流路１０１の弁体２０よりも上流側（すなわち、弁体２０と弁座２
５が当接して流路１０１が遮断される部分よりも上流側）に設けられている。圧力センサ
３０は、流路１０１内の圧力を検知することができれば、どのような形態であってもよく
、各種の圧力センサを用いることができる。そして、圧力センサ３０は、検知した圧力値
を制御器５０に出力する。
【００２５】
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　また、温度センサ４０は、流路１０１内の流体の温度を検知することができれば、その
設置場所は任意である。温度センサ４０としては、熱電対等の各種の温度センサを用いる
ことができる。そして、温度センサ４０は、検知した温度値を制御器５０に出力する。
【００２６】
　制御器５０は、記憶手段（記憶モジュール）５１と、検知値取得手段（検知値取得モジ
ュール）５２と、判断手段（判断モジュール）５３と、駆動制御手段（駆動制御モジュー
ル）５４と、を有している。記憶手段５１は、各制御動作を実行するためのプログラムを
格納した、メモリ等から構成されている。そして、制御器５０は、マイクロプロセッサ、
ＣＰＵ等で構成されている演算処理手段（図示せず）が、記憶手段５１に格納された所定
の制御プログラムを読み出し、これを実行することにより流体制御装置１００に関する各
種の制御を行う。
【００２７】
　また、制御器５０の検知値取得手段５２、判断手段５３、及び駆動制御手段５４は、記
憶手段５１に格納された所定のプログラムを実行することにより実現される。なお、制御
器５０は、単独の制御器で構成される形態だけでなく、複数の制御器が協働して流体制御
装置１００の制御を実行する制御器群で構成される形態であっても構わない。また、制御
器５０は、マイクロコントローラで構成されていてもよく、ＭＰＵ、ＰＬＣ(Ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ)、論理回路等によって構成されて
いてもよい。さらに、駆動制御手段５４は、制御器５０とは独立して構成されていて、例
えば、制御器５０からの制御信号に応じてステッピングモータ１０を駆動させるドライバ
ＩＣで構成されていてもよい。
【００２８】
　［流体制御装置の動作］
　次に、本実施の形態１に係る流体制御装置１００による遮断動作について、図１乃至図
４を参照しながら説明する。なお、以下の動作は、例えば、流体がガスであり、当該ガス
の使用状態が異常である場合、又は圧力センサ３０等の各種のセンサが異常値を検知した
ような場合に行われる。
【００２９】
　図２は、図１に示す流体制御装置において、閉弁しめきり動作を行った（弁シートが閉
弁下死点まで移動した）状態を示す模式図であり、図３は、図１に示す流体制御装置にお
いて、遮断応力緩和動作を行った状態を示す模式図である。また、図４は、本発明の実施
の形態１に係る流体制御装置の遮断動作を模式的に示すフローチャートである。
【００３０】
　図４に示すように、遮断動作が開始されると、制御器５０の検知値取得手段５２は、圧
力センサ３０が検知した圧力値Ｐ及び温度センサ４０が検知した温度値Ｔを取得する（ス
テップＳ１０１）。次に、制御器５０は、閉弁しめきり動作を開始する（ステップＳ１０
２）。なお、ステップＳ１０１とステップＳ１０２は、その順序を入れ替えてもよいし、
同時に実行してもよい。
【００３１】
　具体的には、制御器５０は、ステッピングモータ１０を駆動させて、弁体２０を弁座２
５に向かって移動させる。そして、弁体２０の弁シート２２が弁座２５と当接し、弁シー
ト２２の突起部２２ａが圧縮変形状態となる閉弁下死点まで弁体２０が移動するように、
ステッピングモータ１０を駆動させる（図２参照）。これにより、流路１０１は、弁体２
０を境にして上流側と下流側とが気密的に遮断される。
【００３２】
　なお、この場合、制御器５０は、弁体２０の弁シート２２が弁座２５と当接するまで、
ステッピングモータ１０に入力する駆動信号の周波数を大きくし、弁シート２２が弁座２
５と当接すると、周波数を小さくして、ステッピングモータ１０のトルクを大きくするよ
うに、ステッピングモータ１０を制御してもよい。また、制御器５０は、流体制御装置１
００が流路１０１に設置されてからの時間が所定時間ｔ１以上になると、ステッピングモ
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ータ１０に入力する信号の周波数を小さくするように構成されていてもよい。ここで、所
定時間ｔ１は、ステッピングモータ１０の劣化により、トルクが初期値よりも小さくなる
までに要する時間や、直線運動変換手段６０の劣化により変換効率が所定値よりも低下す
るまでの時間であり、予め実験等で求めることができる。
【００３３】
　次に、制御器５０の判断手段５３は、ステップＳ１０１で検知値取得手段５２が取得し
た圧力値Ｐが、記憶手段５１に記憶されている所定圧力値Ｐ１より低い値であるか、又は
ステップＳ１０１で検知値取得手段５２が取得した温度値Ｔが、記憶手段５１に記憶され
ている所定温度値Ｔ１より低い値であるかを判断する（ステップＳ１０３）。
【００３４】
　ここで、所定圧力値Ｐ１は、ステッピングモータ１０のトルクや弁シート２２に使用さ
れる材料等により、任意に設定される。所定圧力値Ｐ１は、例えば、弁体２０と弁座２５
との間のシール性が不充分になる流路１０１内の圧力範囲を予め実験等により求めて、当
該圧力範囲内から選択した値としてもよい。この場合、弁体２０と弁座２５との間のシー
ル性をより充分にする観点から、前記圧力範囲の上限値を所定圧力値Ｐ１として設定する
ことが好ましい。また、所定圧力値Ｐ１は、例えば、流路１０１を通流する流体の圧力変
動が生じても、弁体２０と弁座２５の当接が充分に保たれるようにする観点から、流体の
供給圧力範囲内から選択した値としてもよい。
【００３５】
　また、所定温度値Ｔ１は、遮断応力緩和動作を行っても、弁体２０が弁座２５に当接し
て、流路１０１を遮断できる温度よりも低い温度をいう。所定温度値Ｔ１は、ステッピン
グモータ１０のトルクや弁シート２２に使用される材料等により、任意に設定することが
できる。例えば、所定温度値Ｔ１は、弁体２０と弁座２５との間のシール性が不充分にな
る流路１０１内の温度範囲を予め実験等により求めて、当該温度範囲内から選択した値と
してもよい。この場合、弁体２０と弁座２５との間のシール性をより充分にする観点から
、前記温度範囲の上限値を所定温度値Ｔ１として設定することが好ましい。
【００３６】
　制御器５０の判断手段５３は、圧力値Ｐが所定圧力値Ｐ１以上であり、かつ、温度値Ｔ
が所定温度値Ｔ１以上である場合（ステップＳ１０３でＮｏ）には、ステップＳ１０４に
進む。一方、圧力値Ｐが所定圧力値Ｐ１より低い値であるか、又は温度値Ｔが所定温度値
Ｔ１より低い値である場合（ステップＳ１０３でＹｅｓ）には、ステップＳ１０６に進む
。
【００３７】
　ステップＳ１０４では、制御器５０の判断手段５３は、遮断応力緩和動作を行うことを
決定し、駆動制御手段５４に伝達する。ついで、制御器５０は、遮断応力緩和動作を開始
する（ステップＳ１０５）。具体的には、制御器５０の駆動制御手段５４が、弁シート２
２が弁座２５との当接状態を保つ範囲内で弁シート２２と弁座２５との間の応力を緩和す
るように、ステッピングモータ１０を駆動させる（逆回転させる）（図３参照）。これに
より、弁体２０が弁座２５から離れる方向に移動して、弁シート２２と弁座２５との間の
応力が緩和される。
【００３８】
　一方、ステップＳ１０６では、制御器５０の判断手段５３は、遮断応力緩和動作を行わ
ないことを決定し、遮断動作を終了する。
【００３９】
　このように、本実施の形態１に係る流体制御装置１００では、流路１０１内の温度が、
所定値（所定温度値Ｔ１）よりも低下したような場合及び流路１０１内の圧力が、所定値
（所定圧力値Ｐ１）よりも低下したような場合の少なくとも一方の場合には、遮断応力緩
和動作を行わないため、弁体２０の弁座２５との間のシール性が不充分になることを抑制
することができる。
【００４０】
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　また、本実施の形態１に係る流体制御装置１００では、流路１０１内の温度が、所定値
（所定温度値Ｔ１）以上である場合及び流路１０１内の圧力が、所定値（所定圧力値Ｐ１
）以上である場合は、流路１０１の遮断動作を行う際に、遮断応力緩和動作を行うので、
弁シート２２に過大な応力がかかることを抑制することができ、弁シート２２等の劣化を
抑制することができる。
【００４１】
　なお、本実施の形態１においては、温度センサ４０が、流路１０１内の流体の温度を直
接検知する形態を採用したが、これに限定されない。温度センサ４０が、流路１０１内の
流体の温度を間接に検知する形態を採用してもよい。例えば、流路１０１外の温度と流路
１０１内の温度との差が小さい場合には、温度センサ４０が、流路１０１外の温度を検知
して、当該温度を流路１０１内の流体の温度としてもよい。また、例えば、温度センサ４
０が流路１０１外の温度を検知し、その検知値を適宜補正等することによって、流路１０
１内の温度を検知するようにしてもよい。
【００４２】
　また、本実施の形態１においては、圧力センサ３０が、流路１０１内の弁体２０よりも
上流側の圧力値を検知し、当該圧力値が所定値よりも低い場合に、遮断応力緩和動作を行
わない形態を採用したが、これに限定されない。例えば、圧力センサ３０が、流路１０１
内の弁体２０よりも上流側の圧力値を検知し、当該圧力値を温度センサ４０が検知した温
度に基づいて補正し、補正した圧力値が所定値よりも低い場合に、遮断応力緩和動作を行
わない形態を採用してもよい。また、例えば、弁体２０よりも上流側の圧力値と、弁体２
０よりも下流側の圧力値と、を検知して、その差圧が、所定値以上である場合に、遮断応
力緩和動作を行わない形態を採用してもよい。
【００４３】
　また、本実施の形態１においては、圧力センサ３０と温度センサ４０の両方が設けられ
ている形態を採用したが、これに限定されず、圧力センサ３０又は温度センサ４０のいず
れか一方のセンサが設けられている形態を採用してもよい。
【００４４】
　さらに、本実施の形態１においては、弁体２０の弁シート２２が可撓性を有する形態を
採用したが、これに限定されない。弁体２０の弁シート２２及び弁座２５の少なくとも一
方が、可撓性を有していればよい。
【００４５】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係る流体制御装置は、制御器が、圧力センサ及び温度センサの
少なくとも一方が、所定値より低い値を検知してから、所定時間経過後に、所定値以上の
値を検知すると、遮断応力緩和動作を行わせる態様を例示するものである。
【００４６】
　［流体制御装置の動作］
　図５は、本発明の実施の形態２に係る流体制御装置の遮断動作を模式的に示すフローチ
ャートである。なお、本発明の実施の形態２に係る流体制御装置１００は、実施の形態１
に係る流体制御装置１００と同様に構成されているため、その構成の詳細な説明は省略す
る。
【００４７】
　図５に示すように、本発明の実施の形態２に係る流体制御装置１００の遮断動作は、実
施の形態１に係る流体制御装置１００の遮断動作と基本的動作は同じであるが、ステップ
Ｓ１０６以降の動作が異なる。以下、ステップＳ１０６以降の動作について説明する。
【００４８】
　制御器５０の判断手段５３は、圧力値Ｐが所定圧力値Ｐ１より低い値であるか、又は温
度値Ｔが所定温度値Ｔ１より低い値である場合（ステップＳ１０３でＹｅｓ）には、遮断
応力緩和動作を行わないことを決定する（ステップＳ１０６）。次に、制御器５０は、図
示されない計時手段（計時モジュール）により、遮断応力緩和動作を行わないことを決定
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してからの時間を計時し、当該時間が、予め設定されている所定時間ｔ２以上になるまで
ステップＳ１０７を繰り返す。ここで、所定時間ｔ２は、任意に設定することができ、数
秒であってもよく、数分であってもよい。
【００４９】
　制御器５０は、計時した時間が所定時間ｔ２以上になる（ステップＳ１０７でＹｅｓ）
と、制御器５０の検知値取得手段５２は、再び、圧力センサ３０が検知した圧力値Ｐ及び
温度センサ４０が検知した温度値Ｔを取得する（ステップＳ１０８）。ついで、制御器５
０の判断手段５３は、ステップＳ１０８で検知値取得手段５２が取得した圧力値Ｐが、所
定圧力値Ｐ１より低い値であるか、又はステップＳ１０８で検知値取得手段５２が取得し
た温度値Ｔが、所定温度値Ｔ１より低い値であるかを判断する（ステップＳ１０９）。
【００５０】
　制御器５０の判断手段５３は、圧力値Ｐが所定圧力値Ｐ１より低い値であるか、又は温
度値Ｔが所定温度値Ｔ１より低い値である場合（ステップＳ１０９でＹｅｓ）には、遮断
動作を終了する。一方、制御器５０の判断手段５３は、圧力値Ｐが所定圧力値Ｐ１以上で
あり、かつ、温度値Ｔが所定温度値Ｔ１以上である場合（ステップＳ１０９でＮｏ）には
、制御器５０の判断手段５３は、遮断応力緩和動作を行うことを決定し、駆動制御手段５
４に伝達する（ステップＳ１１０）。ついで、制御器５０は、遮断応力緩和動作を開始し
（ステップＳ１１１）、遮断動作を終了する。
【００５１】
　このように構成された本実施の形態２に係る流体制御装置１００であっても、実施の形
態１に係る流体制御装置１００と同様の作用効果を奏する。また、本実施の形態２に係る
流体制御装置１００では、制御器５０が、遮断応力緩和動作を行わないことを決定した後
に、流路１０１内の圧力値Ｐが所定圧力値Ｐ１より低い値であるか、又は流路１０１内の
温度値Ｔが所定温度値Ｔ１より低い値であるか否かを判断するように構成されている。こ
れにより、本実施の形態２に係る流体制御装置１００は、実施の形態１に係る流体制御装
置１００に比して、弁シート２２に過大な応力がかかることを抑制することができ、弁シ
ート２２等の劣化を抑制することができる。
【００５２】
　上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである
。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の
態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく
、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明の流体制御装置及び流体制御装置の制御方法は、流路内の温度が低下したような
場合及び流路内の圧力が低下したような場合の少なくとも一方の場合に、弁体と弁座との
間のシール性が不充分になることを抑制することができるため、有用である。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　ステッピングモータ
　２０　弁体
　２１　弁シート保持部材
　２２　弁シート
　２２ａ　突起部
　２５　弁座
　３０　圧力センサ
　４０　温度センサ
　５０　制御器
　５１　記憶手段
　５２　検知値取得手段



(10) JP 2012-246971 A 2012.12.13

　５３　判断手段
　５４　駆動制御手段
　６０　直線運動変換手段
　１００　流体制御装置
　１０１　流路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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